
​徳島県ＬＥＤビジョン設置工事(設計・施工)業務​

​公募型プロポーザル募集要項​

​１　業務概要​

​（１）業務名​

​徳島県ＬＥＤビジョン設置工事(設計・施工)業務​

​（２）業務目的​

​徳島県では、県内外に向けた情報発信の強化を進めているが、より多くの方へ情報を届ける​

​ため、認識性に優れた屋外型ＬＥＤビジョンを徳島県庁万代庁舎の敷地内へ設置することとし​

​ている。本プロポーザルでは、安全性を担保した上で効率的にＬＥＤビジョンを設置できるよ​

​う、機器の納入、実施設計及び工事施工について企画・提案を求め、総合的に最も優れた事業​

​者を公募型プロポーザル方式により選定する。​

​　​

​（３）事業内容​

​別添「徳島県ＬＥＤビジョン設置工事(設計・施工)業務仕様書」のとおり​

​（４）委託期間​

​契約締結の日から令和8年3月31日(火)まで​

​２　見積限度額​

​33,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)​

​３　スケジュール​

​令和7年11月10日（月）　募集開始​

​令和7年11月20日（木）　質問締切​

​令和7年11月21日（金）　質問回答​

​令和7年12月1日（月） 　参加申込書等締切​

​令和7年12月8日（月）　 企画提案書等締切​

​令和7年12月10日（水）  審査会開催​

​令和7年12月11日（木）  審査結果通知期限​

​令和7年12月25日（木）　委託候補者との協議・委託契約締結期限​

​４　契約の相手方の決定方法​

​提出された企画提案書の内容を審査する審査委員会を開催する。審査委員会では、別途定める審​

​査基準に基づいて公正な審査を行い、委託候補者及び次点者を選定する。​

​なお、委託業務の実施に際して、企画提案の内容を直ちに契約内容とするものではなく、企画提​

​案書をもとに候補者と業務の履行に必要な具体的条件などの協議・調整を行い、徳島県と委託委託​

​候補者の双方が合意するに至った場合に、契約を締結する。交渉開始から委託契約締結期限日（令​

​和7年12月25日）までに交渉が調わない場合、次点者と同様に交渉を進める。​

​５　参加資格要件​

​　　本プロポーザルに参加し、提案書を提出する者は、次に掲げる全ての要件を満たす者​

​　であること。​

​（１）過去５年以内に「徳島県ＬＥＤビジョン設置工事(設計・施工)業務仕様書」の要件に類似​

​する業務実績（受託を含む）を有するなど、業務手法に精通していること。​

​（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法​

​（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律​

​第７５号）に基づく破産手続の開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社​

​更正法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなさ​

​れている者であっても、更生計画の認可の決定又は再生計画の認可の決定が確定した者につ​

​いては、当該申立てがなされていない者とみなす。​



​（３）徳島県の県税（法人事業税・法人県民税等）、法人税、地方法人特別税、消費税及び地方​

​消費税並びに延滞金等を滞納していない者であること。​

​（４）徳島県建設工事入札参加資格停止措置要綱及び徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要​

​綱に基づく指名停止又は指名回避の措置を受けていない者であること。​

​（５）法人等及びその代表者が次の事項に該当しない者であること。​

​①　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当​

​　する者​

​②　地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により徳島県又は他の地方公共団体からの指​

​定の取消しを受け又は当該処分の日から起算して２年を経過しない者​

​③　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第​

​２条第２項に規定する暴力団をいう、以下同じ。）又はその構成員（暴力団の構成団体の​

​構成員を含む。）若しくは暴力団及びその構成員でなくなった日から５年を経過しない者​

​（以下「暴力団の構成員等」という。）の統制下にある団体​

​　　　　④　私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３条又​

​は第８条第１項に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から２年を​

​経過しない者​

​　　　　⑤　労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者​

​　　　　⑥　役員(法人の監査役及び監事を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がいる団体​

​　　　　ア　成年被後見人又は被保佐人​

​　　　　イ　破産者で復権を得ない者​

​　　　　　ウ　禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが​

​無くなった日から２年を経過しない者​

​　　　　⑦　特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体、公序良俗に反する等適当でな​

​いと認められる者​

​（６）共同企業体（以下「ＪＶ」という。）の参加申込については、次に掲げる要件を全て満た​

​すこと。​

​　　　　①　代表企業が上記（１）から（５）の全てを満たす者であること。​

​　　　　②　代表企業以外の構成団体が上記(２)から(５)に掲げる要件を全て満たす者であること。​

​６　質疑・回答​

​質疑は、令和7年11月20日(木)午後4時(必着)の質疑締切までに質問書(様式第１号)により電子​

​メールでのみ受け付ける。質問書の到達を確認したい場合は、以下の確認先に連絡をすること。な​

​お、受け付けた質疑と回答の内容は、令和7年11月21日(金)までに徳島県ＨＰに公開する。​

​・ 提出先　　chijiseryakukyoku@pref.tokushima.lg.jp​

​・ 確認先　　ＴＥＬ：088-621-2020​

​　　　　　 徳島県知事戦略局　広報担当​

​７　参加申込書等の提出​

​プロポーザルへの参加を希望する者は、企画提案参加表明書兼誓約書(様式第２号)を提出するこ​

​と。申込に当たって提出する書類及び提出部数は次表のとおりとする。​

​【提出書類及び提出部数等】​

​提出書類の名称​ ​部数​

​１​ ​企画提案参加表明書兼誓約書(様式第２号)​ ​１部​

​２​ ​組織概要及び事業実績（任意様式）​ ​１部​

​３​ ​同種、類似業務の実績一覧表（任意様式）​ ​１部​

​４​ ​直近の決算書又はこれに類する書類(確定申告書の写し等)​ ​１部​

​５​ ​県税及び国税の未納がない旨の証明書​ ​１部​

​６​ ​共同事業体結成届(様式第３号)　※ＪＶ参加の場合のみ​ ​１部​



​(１)提出方法等​

​　　① 提出方法​

​　　　持参又は郵送(書留郵便又は配達証明に限る。)​

​　　② 提出期限​

​　　　令和7年12月1日(月)　午後4時(必着)​

​　　③ 提出先​

​　　　徳島県知事戦略局　広報担当​

​　　　〒770－8570　徳島県徳島市万代町１丁目１番地​

​(２)資格要件の確認​

​徳島県は、申込者から提出のあった参加表明書及び関係書類を確認し、確認結果を令和7年​

​12月2日(火)までに申込者へ電子メールで通知する。​

​(３)資格要件を満たしていない者に対する理由説明​

​①参加表明書を提出した者のうち資格要件を満たしていない者に対しては、通知日の翌日か​

​ら起算して５日(県の閉庁日を除く。)以内に、書面により県に対して資格要件が満たなかっ​

​たことについての説明を求めることが出来る。​

​②徳島県は説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5​

​日(県の閉庁日を除く。)以内に書面により回答することとする​​。​

​８　企画提案書作成及び提出​

​　　 別に定める「徳島県ＬＥＤビジョン設置工事(設計・施工)業務公募型プロポーザルに関する企画​

​提案書作成要領」のとおり作成すること。申込に当たって提出する書類及び提出部数は次表のとお​

​りとする。​

​　　【提出書類及び提出部数等】​

​提出書類の内容​ ​規格及び制限枚数​ ​部数​

​１​​表紙（様式第４号）​ ​Ａ４、１頁​

​２​​具体的な提案内容（任意様式）​

​３​​業務実績（任意様式）​ ​Ａ４​ ​正本１部、​

​４​​実施体制（任意様式）​ ​１５頁まで​ ​及び電子データ​

​５​​スケジュール表（任意様式）​

​６​​見積内訳が明確にわかる参考見積書(任意様式)​ ​Ａ４、３頁まで​

​　　 ２から５については１つにまとめて提出すること。​

​(１)提出方法等​

​　　① 提出方法​

​　　　持参（午前９時から午後４時まで（土日・祝を除く）又は郵送(書留郵便又は配達証明に限​

​る。)により提出するとともに、メールにて電子データ（PDF形式）も提出すること。​

​　　② 提出期限​

​　　　令和7年12月8日(月)　午後4時(必着)​

​　　③ 提出先​

​　　　・徳島県知事戦略局　広報担当​

​　　　　〒770－8570　徳島県徳島市万代町１丁目１番地​

​　　　・メール　　chijisenryakukyoku@pref.tokushima.lg.jp　　​

​９　審査​

​　　別途定める「徳島県ＬＥＤビジョン設置工事(設計・施工)業務委託候補者選定委員会設置要項」​

​に基づき、審査委員会を設置し、「徳島県ＬＥＤビジョン設置工事(設計・施工)業務委託候補者選​

​定要領」のとおり審査を行う。​



​10　審査結果​

​審査結果は、審査委員会終了後、令和7年12月11日（木）までに全ての参加者に文書で通知し、最​

​　優秀提案者の名称等を県ホームページにて公表する。ただし、審査の経緯については公表しない。​

​　審査結果は徳島県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には開示の対象となる。​

​11　提出書類の取扱い​

​（１）提出された書類は返却しない。​

​（２）提出された書類は、必要に応じ複写する。複写した書類は、参加資格要件の審査及び選定委​

​員会のみで使用する。​

​（３）提出された企画提案書は、徳島県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には対象文書​

​として原則開示する。​

​事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情​

​報がある場合、同条例第８条２項の規定により非開示となるので、提出書類の当該部分と非開​

​示とする具体的な理由を任意様式により提出すること。開示・非開示の判断は提出書類に基づ​

​き行うものではなく、提出書類を参考に、同条例に基づき徳島県が客観的に判断する。​

​（４）契約者以外の企画提案の内容については、提案者の承諾なしに利用することはない。​

​12　その他​

​　​​（１）手続において使用する言語及び通貨​

​　　　　日本語及び日本国通貨に限る​

​　（２）契約書作成の要否​

​　　　　要​

​（３）企画提案参加表明書提出後に辞退する場合は、辞退理由を記載した辞退届(任意様式)を提出​

​するものとする。辞退することにより、今後の徳島県との契約等について不利益な取扱いをする​

​ものではない。​

​（４）企画提案に要する全ての費用は参加者の負担とする。​

​13　問合せ先​

​　徳島県知事戦略局　広報担当​

​　〒770－8570　徳島県徳島市万代町１丁目１番地​

​　​​TEL:088-621-2020​​　FAX:088-621-2820​

​Mail:chijisenryakukyoku@pref.tokushima.lg.jp​

tel:088-621-2338

